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法令名 漁港及び漁場の整備等に関する法律 法令番号 昭和２５年法律第１３７号 

手続名 
特定漁港漁場整備事業の施行のため他人の土地等への立入又

は使用の許可 
根拠条項 第２４条第１項 
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１．他人の土地等への立入又は一時材料置場として使用することが、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要であると認められるこ

と。 
 
２．他人の土地等への立入又は使用する土地若しくは水面が、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要な最小限度の区域であること。 
 
３．他人の土地等への立入又は使用が、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要な最小限度の期間であること。 
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